
歴史民俗資料館トイレ改修業務

和泊町教育委員会

仕様書及び設計書



業　務　名　　　　歴史民俗資料館トイレ改修業務

業務場所　　　　大島郡和泊町根折地内

区分 品名 規格・寸法 数量 単位 単　価 金　額 備　考

1 女子トイレ洋式化

床置床排水便器・フラッシュタンク
式　TOTO

CFS498BMC #NW1 2 式 0 0

ウォシュレットPS　PS2AF　TOTO TCF5564AU #NW1 2 式 0 0

既設和便器撤去及び開口部復旧
（モルタル処理）

2 式 0 0

既設給水管盛替え 2 式 0 0

既設排水管盛替え 2 式 0 0

取付工費 2 式 0 0

ドア改修工事
（開き反転処置、取手取付）

2 式 0 0

コンセント増設費 2 式 0 0

小計

2 男子小便器取替

小便器　TOTO US910　#NW1 １ 式 0 0

リモデル給水セット　TOTO HM910L 1 個 0 0

取付工費 1 式 0 0

電気工事 1 式 0 0

既設便器撤去 1 式 0 0

小計

撤去材運搬処分費 1 式 0 0

諸経費 1 式 0 0

小　　 計 0

消 費 税 10 ％ 0

合　 　計 0

設　計　書



1 歴史民俗資料館トイレ改修業務

2 30日間

3

4 和泊町根折地内

5

6

7

8

特　記　仕　様　書

業 務

関係機関への手続きは速やかに行うこと。
・作業時間は原則として９時から16時までとする。
・やむを得ず休日に作業を行う場合は、監督員と協議するものとする。
・着工前に実施工程を計画し、監督員と協議すること。

作業時には規制及び案内看板等の安全対策を十分に行い、利用者の安全に配慮し
計画すること。

本業務を実施するにあたり、既存施設の調査を行い工事の詳細計画を立案し、製
品については商品仕様と同等以上のもので監督員の承認を得ること。

業 務 名

期 間

目 的

場 所

総 則

業 務 工 程

安 全 対 策

本業務により、現場占用物、既設構造物及び第三者に対して損害を与えないよう十分
注意すること。万一損傷を与えた場合は、請負者にて原形復旧すること。
本特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに教育委員会と
書面（業務打合簿）にて協議を行うこと。

本業務は、和泊町歴史民俗資料館の女子トイレ及び男子トイレ改修を行い、利用者の
利用促進と施設の適正管理を行うことを目的とする。


